
「就労」から「育児休業時の継続利用」となる場合

✓

✓
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認定事由が「育児休業時の継続利用」

となる場合は、時間区分が「短時間」
利用となります。

・月途中で、育児休業が開始となる場合、
保育短時間利用は翌月からとなります。
例）5月途から、育児休業を取得する場合
→6月1日から短時間利用です。


